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下呂市市民憲章

わたしたち下呂市民は、

郷土に誇りをもち、美しい自然の中で豊かな心を育み、

ともに住みよいまちをめざします。

一、森と清流と温泉を宝とし 次の世代へつなげよう

一、ふるさとの文化と伝統を受け継ぎ 守り育てよう

一、おもてなしの心で 温かなふれあいを広げよう

一、安心して暮らせるよう たがいに助け合おう

一、すこやかな心と体で 明るい未来を築こう
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人  権  と  は

「人権」とは、人間が人間らしく生きる権利で、

すべての人が生まれながらに持っています。

日本国憲法でも、すべての国民に基本的人権が保障されています。

あなたにも、私にも人権があります。

一人の人間として、いのちが守られ幸せになるための権利と言ってもよいでしょう。

しかし、みんなが自分勝手な行動をしたらどうなるでしょう。

嫌な思いをする人もいるのではないでしょうか。

お互いに相手の立場を考え、思いやりの気持ちを持って相手に接する心が大切です。

それが人権を尊重することになります。
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はじめに

下呂市長

考えよう　相手の気持ち　
育てよう　思いやりの心

　「人権の世紀」といわれる21 世紀に入って既に10 年以上が経過しました。

　「人権」とは「人間が人間らしく生きていく権利であり、誰もが生まれながらにもっている権

利」で、人間の生命や自由・平等など、私たち一人一人の日常生活を支えるための大切な権利です。

　これまでも国内外でさまざまな視点から人権に関する取り組みが行われてきましたが、物質的

な豊かさの追求に重きを置き、心の豊かさが大切にされない風潮、あるいは、他人への思いやりの

心が希薄で、自己の権利のみを主張する傾向が見受けられ、このような状況が様々な人権侵害を

発生させる大きな要因の一つとなっています。特に、最近では、いじめや体罰、児童虐待などとい

った子どもに関する人権問題、インターネット上の誹謗中傷、プライバシー侵害といった人権問

題など、克服すべき多くの問題が存在しています。さらに国際化、情報化、少子化・高齢化などの

進展に伴い、人権問題はますます複雑・多様化する傾向にあります。

　本市では、合併から10 年を迎え、平成25 年12 月に「下呂市市民憲章」を制定しました。多くの

市民の皆さまからの想いが寄せられたこの市民憲章の前文には、「郷土に誇りを持ち、美しい自然

の中で豊かな心を育み、ともに住みよいまちをめざします」とあります。この、将来へ向けたまち

づくりの決意を「本物」にするためにも、社会全体で互いの人格を尊重し、相互理解・相互協力を

学び、人を思いやる心を育てることが必要であることを強く感じます。

　この度、すべての人の人権が尊重される社会の実現をめざして、本市としての人権に対する基

本理念や施策の方向を明らかにするため、「下呂市人権施策推進指針」を策定いたしました。

　今後は、本指針の基本理念である「考えよう　相手の気持ち　育てよう　思いやりの心」の実

現に向けて、国、県、関係団体と連携を図るとともに、市民の皆さまの参画と協働による取り組み

のもと、人権施策を進めてまいります。当市の人権施策の推進に一層のご理解とご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。
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人権施策推進指針の策定にあたって

１．指針策定の趣旨

２．国内外の動向

（１）世界の動き

（２）国内の動き

Ⅰ

　当指針は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第５条に規定されている地方公共

団体の責務に基づき、市民が家庭や地域、学校、職場その他の様々な場を通じて、その発達段

階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深めることができるよう、下呂市のめざすべき人権

施策の方向性を示すものとして策定します。

　20世紀に入ってからの二度にわたる世界大戦により、人類はかつてない世界的規模での人

権の抑圧や侵害を体験しました。その反省から設立された国連において1948年（昭和23年）、

人権についてすべての国家と人類が達成すべき基準として「世界人権宣言」が採択されまし

た。さらに、この宣言を法的実効性のあるものにするため、1966年（昭和41年）には「国際人

権規約」が採択され、以後に締結される数々の人権保障に関する条約の国際的基準とされまし

た。しかしながら、その後も地球上には数々の民族紛争をはじめ、さまざまな人権問題があと

を絶たず、国連では世界各国が“人権という普遍的文化”の普及を目指し、そのための教育啓

発活動に取り組むよう、1995年（平成７年）から2004年（平成16年）を「人権教育のための国

連10年」と定めました。10年の終了後には、それを引き継いで「人権教育のための世界プログ

ラム」を開始しています。2006年（平成18年）には、これまでの人権委員会を昇格させるかた

ちで「国連人権理事会」が新設され、日本も47理事国の一員に選任されています。

　わが国では、1947年（昭和22年）に施行された「日本国憲法」において「国民は、すべての基

本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできな

い永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」（第11条）として、はじめて基本的

人権の尊重がうたわれました。その後も国連を中心とした世界の人権意識の高まりのなかで、

人権に関連した国際条約の数々がわが国でも批准されるようになりました。特に近年は女性、

子ども、障がい者をはじめ、さまざまな人々の人権確立をめざし、国内での法制度の整備や施

策が進められています。また、人権教育・啓発という観点から「人権教育のための国連10年」
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を受けて1997年（平成９年）に国内行動計画が策定され、さらに2000年（平成12年）には「人

権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行され、国、地方公共団体、そして国民の責務

などが具体的に定められました。

　個別分野の法としては、1999年（平成11年）に「男女共同参画社会基本法」、2000年（平成

12年）に「児童虐待の防止等に関する法律」、2001年（平成13年）に「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関する法律」、2005年（平成17年）に「高齢者の虐待の防止、高齢者の養護

者に対する支援等に関する法律」、2011年(平成23年)に「障害者虐待の防止、障害者の養護者

に対する支援等に関する法律」、2013年（平成25年）に「障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律」など、人権に関する法整備が行われてきました。

３．下呂市の現状と課題

（１）人権をとりまく状況

　本市の人権に対する取り組みについては、学校における人権教育の推進、人権擁護委員など

と連携した人権啓発活動、それぞれの分野における相談窓口・支援の実施が主なものであり、

各種事業における人権に関わる課題については、それぞれの部署が個別に対応しています。事

業の実施にあたっては、あらゆる分野で人権尊重に基づいた施策を展開していくことが重要

であり、人権施策についての基本理念を明らかにし、具体的施策の方向性を検討・整理する必

要があります。

　指針を策定するにあたり、本市の現状を把握するため、平成26年５月に「下呂市人権に関す

るアンケート調査」を実施しました。

　アンケート調査では、人権問題として挙げた13分野のうち、回答者の約５割以上が「人権侵

害行為を受けたことがある」と回答しています。日本における人権問題について関心があるも

のとしては、「高齢者に関する人権問題」「子どもに関する人権問題」「障がい者に関する人権

問題」が上位に挙げられています。このほか「女性に関する問題」「インターネットによる人権

侵害問題」「東日本大震災に起因する問題」などの人権問題についても一定の関心が寄せられ

ています。

　現代社会における人権課題は、ますます複雑・多様化する傾向にあることから、今まで以上

に一人一人が人権課題を社会全体の課題として考え、人権尊重の理念に対する理解を深める

必要があります。

　近年、日常生活のあらゆる場面において、些細なことから起こるトラブルや殺傷事件が後を

絶ちません。その背景として生命を尊重する意識が薄れていることなどが指摘されており、改

めて生命の尊さや自己がかけがえのない存在であると同時に、他人もかけがえのない存在で

あること、他者との共生の大切さを実感できるような教育・啓発広報活動を推進する必要が
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４．指針の位置づけと見直し

（１）指針の位置づけ

（２）指針の見直し

　本指針は、人権尊重という視点で下呂市の各種施策を進めるためのガイドラインとして、取

り組むべき基本的な方向性を示すもので、国の法令及び県の人権施策推進指針、本市の上位計

画及び関係諸計画との整合性を図り、より総合的かつ効果的な人権教育・人権啓発に関する

施策を推進します。

〇市…指針に基づき、市民の人権を尊重した行政と人権施策を推進

〇市民、民間団体、企業など…指針を踏まえ、自主的な取り組みを期待

　人権を取り巻く国内外の動向や社会情勢の変化などに適切に対応するため、策定から５年

を目途に、必要に応じて本指針の見直しを行います。

あります。

　本市では、平成26年度は「第２次下呂市総合計画」を策定するほか、「男女共同参画プラン」

「障がい者基本計画」「介護保険事業計画」など、人権に関連する各種計画の見直しの年となって

います。これら関連する各種計画に基づき、引き続き人権施策を行っていく必要があります。
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指針がめざす姿

１．基本理念

２．基本目標

市民一人一人の人権が尊重された
心豊かな地域社会の構築

考えよう　相手の気持ち
育てよう　思いやりの心

Ⅱ

　日本国憲法の三大原則のひとつ「基本的人権の尊重」を基本理念に、一人一人が人権を尊重

することの重要性を正しく認識し、これを前提として他人の人権にも十分配慮した行動をと

ることができるよう、相手の気持ちを考えることの大切さを一人一人の心に訴えることによ

り、全ての人々が個人として尊重され、相手に共存し得る平和で豊かな社会の実現に向けた施

策を推進します。

　基本理念に基づき、だれもが差別や人権侵害を受けることなく、一人一人が個人として尊重

され、自分らしい生き方ができる社会の実現をめざして、さまざまな施策を推進します。

(((

(((

(((

(((
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人権指針の推進に向けてⅢ

　「市民一人一人の人権が尊重された心豊かな地域社会」の実現に向け、幅広い課題への対応や、人権尊

重を踏まえた人権施策を推進します。

1．人権教育の推進

２．人権啓発の推進

３．相談・支援の充実

（１）学校教育において

（２）地域社会において

　子どもの発達段階に応じて、人権尊重意識と思いやりの心を育てる人権教育・道徳教育を

充実させ、また教職員や保護者などの人権意識を高めるとともに、関係者との連携を図りなが

ら一層の充実を図ります。

　市民一人一人が、人権について正しい理解と行動がとれるよう、講演会の開催や情報提供、

広報活動など、あらゆる機会を活用し、啓発活動を進めます。

　一人一人の基本的人権が尊重され、誰もが豊かな心をはぐくみ、安心して生活を送ることが

できるよう、ドメスティク・バイオレンス（DV）※１、児童虐待※
２、いじめ、不登校児童生徒や引き

こもり状態にある人などが、それぞれの個性・能力に応じた進路を見いだせるような新しい

居場所づくり支援など、それぞれの分野の相談窓口において、問題の早期解決が図られるよう

相談・支援体制を充実します。

　あらゆる年代の人が人権について学ぶことができ、人権問題を自分のこととして捉え、主体

的に取り組んでいくことができるよう、生涯学習の視点から、人権に関する学習の機会を提供

します。
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分野別施策の推進

１．男女共同参画の社会づくりに向けて

２．子どもの人権を尊重するために

Ⅳ

　男女平等の理念は、日本国憲法に明記されており、法制上も男女平等の原則が確立されてい

ます。しかし現実は、男女の役割を固定的に捉える意識が社会的に根強く残っており、家庭や

職場においてさまざまな差別を生む要因となっています。

　下呂市では、平成22年（2010年）に「下呂市男女共同参画プラン（第２次）」を策定、翌年平

成23年（2011年）には「下呂市家庭等における暴力防止及び被害者保護に関する基本計画」を

策定し各施策に取り組んでいます。

　就業の場における、女性の就業率向上や能力発揮のための積極的取り組み（ポジティブ・ア

クション）が求められている一方、セクシュアル・ハラスメント※
３などの人権問題が発生して

います。また、近年、社会問題となっているドメスティク・バイオレンス（ＤＶ）は重大な人権

侵害であり、被害者はもとより、子どもにも大きな影響を及ぼす深刻な問題です。

　家庭や地域、職場、学校などあらゆる場において、すべての権利を享受するとともに社会的

責任を負う社会、性別にかかわりなく個人が能力を発揮できる

男女共同参画社会を形成していくためには、社会全体の性別役

割分担の解消をはじめとする意識改革や人権教育、政策・方針決

定の場への女性の参画推進、男女ともに働きながら家事や育児・

介護などを両立できる環境を整備し、ワーク・ライフ・バランス※
４

の実現に向けた取り組みなど、男女共同参画施策を展開してい

くための推進体制の充実を図ることが必要です。

　児童虐待やいじめなど、子どもの人権を侵害する深刻な問題があとを絶

ちません。子どもの人権を守るためには、家庭・学校・地域・行政などが、

それぞれの役割について認識し、連携を図りながら、人を思いやることの

できる豊かな心をもった子どもの育成や社会環境づくりに取り組むこと

が必要であり、この問題についての関心と理解を深め、保護者を含めて大

人と子ども相互が信頼し合う健全な人間関係をつくることが大切です。

　新たな人権課題を含むさまざまな問題に対応する人権施策を推進します。
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３．高齢者の人権を尊重するために

４．障がい者の人権を尊重するために

５．同和問題「部落差別」への偏見や差別解消に向けて

６．外国人市民の人権を尊重するために

　高齢者に対する就職差別のほか、介護施設などにおける身体的・心

理的虐待などの人権問題が発生しています。高齢者が生き生きと暮ら

せる社会にするためには、この問題についての関心と理解を深め、福

祉サービスの安定的確保や高齢者の社会参加の機会づくりを図るこ

とが必要です。

　障がい者福祉とは、障がいゆえに被る不便、不都合、不利益（さまざまなバリア）を解消する

ための支援であり、たとえ障がいがあっても基本的人権が保障された当たり前の市民生活を

可能にし、誰もが助け合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会をめざすもの

です。障害福祉サービス事業所も増加し、今日では障がい者の多様なニー

ズに応える大きな力になっています。

　一方で、障がいのある人が職場において差別待遇を受けたり、店舗への

入店等を拒否されるなどの人権問題が発生しています。障がいのある人が

障がいのない人と同じように生活し活動することのできる社会にするた

め、一人一人の人権に配慮した自立支援という視点にたって、社会参加へ

の支援や福祉サービスの充実を図ることが必要です。

　日本の歴史の中で、人為的に形作られてきた身分制度により、一部の人々が住居や職業、結

婚などを制限される差別を受けてきました。同和問題とは、特定の地域の出身であることやそ

こに住んでいることを理由に差別されるという我が国固有の人権問題のことです。

　同和問題に関する偏見や差別意識から、婚姻における差別、差別発言、差別落書きなど人権

問題が依然として存在しています。これらの差別解消にむけた関心と理解を深めていくこと

が必要です。

　近年、外国人労働者や研修生、また国際結婚も増加し外国人の定住化が進むにつれ、言語、宗

教、習慣の違いからさまざまな人権問題が発生しています。また、特定の国籍の外国人を排斥す
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る趣旨の言動が公然と行われていることがヘイトスピーチ※５

であるとして取り上げられ、差別意識を生じさせかねない言

動として、社会的な関心を集めています。文化などの多様性を

認め、言語、宗教、生活習慣などの違いを正しく理解し、これら

を尊重する事が重要であることの認識を深めていくことが必

要です。

７．感染症患者などの人権を尊重するために

８．刑を終えて出所した人の人権を尊重するために

９．犯罪被害者の人権を尊重するために

　病気についての無理解や誤解から、HIV※６感染者、エイズ※
７発症者をはじめ、ハンセン病など

の感染症患者などに対し偏見をもつ人がまだ少なからずいます。病気についての正しい知識

と理解を深めていく必要があります。

　刑を終えて出所した人やその家族に対する根強い偏見により、就職差別や住居の確保が困

難であるなどの人権問題が発生しています。刑を終えた人が更生するためには、本人の強い意

欲とともに、周囲の人々の理解と協力により、円滑な社会復帰を実現することが重要であるこ

とから、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。

　犯罪によって被害者は生命の危機にさらされ、身体や心を傷つけられ、財産を奪われると

いった深刻な被害に直面させられます。加えて、被

害者本人とその家族が、興味本位のうわさや心の

ない中傷などにより名誉を傷つけられたり、私生

活の平穏を害されたりする人権問題が発生してい

ます。家族の立場を考え、この問題についての関心

と理解を深めていくことが必要です。
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11．北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めるために

12．ホームレス（野宿生活者）の人権を尊重するために

13．東日本大震災に起因する人権問題を解決するために

10．インターネットによる人権侵害をなくすために

　「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害への対処に関する法律」が施行され、我が国の

喫緊の国民的課題である拉致問題の解決を始めとする北朝鮮当局による人権問題への対処

が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされています。この問題についての関心と認識を深

めていくことが必要です。

　近年、経済のグローバル化や雇用構造の変化、所得格差の拡大などにより、多重債務を抱え

るなどの理由から、ホームレス（野宿生活者）が増加しています。ホームレスの自立を図るた

めの様々な取り組みが行われている一方、ホームレスに対する嫌がらせや暴行事件などの人

権問題も発生しています。この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。

　福島第一原子力発電所の事故の影響により被災した人々の差別や放

射線被ばく風評被害など、東日本大震災に起因する人権問題が発生して

います。一人一人が正しい知識と思いやりの心をもち、問題を解決して

いくとともに、新たな人権問題の発生を防止していくことが必要です。

　インターネットの普及により、個人の名誉が毀損された

り、差別を助長するおそれのある表現が掲載されるなど、

その匿名性、情報発信の容易さを悪用した人権問題が発生

しています。この問題について、個人の名誉やプライバシ

ーに関する正しい理解を深めていくことが必要です。
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◆性的指向を理由とする人々

◆性同一性障害を理由とする人々

◆人身取引

　性的指向とは、性的意識の対象が異性、同性または両性のいずれに向かうかを示す概念のこ

とで、異性愛、同性愛、両性愛を指します。同性愛者など性的指向に関して少数派の人々への

根強い偏見があり、社会生活の様々な場面で人権問題が発生しています。この問題についての

関心と理解を深めていくことが必要です。

　生物学的な性（からだの性）と性の自己意識（こころの性）が一致しないために社会的生活

に支障をきたしている人々がいます。2004年（平成16年）には「性同一性障害者の性別の取扱

いの特例に関する法律」が施行され、一定の条件を満たす場合には、性別の取り扱いの変更に

ついて審判を受けることができるようになったものの、性同一性障害者に対する偏見や差別

が存在しています。この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。

　性的搾取、強制労働などを目的とした人身取引（トラフィッキング）は、重大な犯罪である

とともに、基本的人権を侵害する深刻な問題です。この問題についての関心と理解を深める必

要があります。

◆アイヌの人々
　北海道に先住していたアイヌ民族には独自の豊かな文化がありますが、明治時代以降の同

化政策などにより、今日では文化、言語、生活様式は充分な保存、伝承が図られているとは言

い難い状況にあります。1997年（平成９年）には「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に

関する知識の普及及び啓発に関する法律」が施行されていますが、いまだ民族としての尊厳回

復には至っていません。アイヌの人々に対する偏見や理解不足から、結婚における差別などの

人権問題が依然として存在しています。先住民族であるアイヌの人々の歴史、文化、伝統及び

現状の認識と理解を深めていくことが必要です。

　近年、情報化の進展や価値観の多様化などによる生活スタイルの変化、人権意識の高ま

り、そして当事者の取り組みなどにともない、今まで表面化されなかった課題が取り上げら

れています。これらの課題においても深刻な差別と偏見による人権侵害が起きており、具体

的な対応策が求められています。また今後、新たな課題が浮上することも考えられます。

14．さまざまな人の人権を尊重するために
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（用語解説）

※１　ドメスティク・バイオレンス（DV）

　配偶者や恋人・婚約者など親密な関係にあるパートナーから振るわれる暴力・暴言のこと。配偶者には DV

が原因で離婚した元配偶者や事実上婚姻関係にある者も含みます。

※２　児童虐待

　親または親に代わる保護者など、子どもを実際に監護・保護する者から子どもに対して行われた不適切な

行為のこと。「児童虐待防止法」では、次の４つの行為を子ども虐待と定義しています。

　①身体的虐待（生命・健康に危険のある暴力）

　②性的虐待（性交、性的暴力、性的行為の強要）

　③ネグレクト（保護者の怠慢や拒否により健康や安全を損なう行為）

　④心理的虐待（暴言や差別的態度などで心理的外傷を与える行為）

※３　セクシュアル・ハラスメント

　一般には、雇用の場での「性的いやがらせ」を指します。仕事上の権限や地位を利用して労働条件の変更

と引き換えに性的な要求をする「対価型」と、身体への不必要な接触、わいせつな写真の掲示などの性的な

言動が繰り返されることで働きにくい職場環境にする「循環型」があります。略語「セクハラ」

※４　ワーク・ライフ・バランス

　仕事と生活の調和のことで、働くすべての方々が、「仕事」と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といっ

た「仕事以外の生活」との調和をとり、その両方を充実させる働き方・生き方を指します。

※５　ヘイトスピーチ

　人種や民族、宗教などをおとしめたり、あるいはそれらへの差別をあおったりする憎悪の表現のことです。

ヘイト（hate）は英語で憎悪を意味します。

※６ HIV

　（human immunodeficiency virus）ヒト免疫不全ウィルスのことで、ヒトの体をさまざまな細菌、カビやウィ

ルスなどの病原体から守るのに大変重要な細胞などに感染するウィルスです。

※７ エイズ

　HIV に感染して起こる病気のことで、感染すると身体を病気から守る免疫系が破壊されて身体の抵抗力が

低下し、さまざまな感染症や悪性腫瘍を合併することがあります。
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Ⅴ．（参考資料）下呂市人権に関するアンケート調査の概要

１．調査の目的

　下呂市の現状及び市民意識、意見などを把握し、本指針策定の基礎資料とするため、市
民アンケート調査を実施しました。

２．調査の方法

　　（１）対 象 者：下呂市在住の 20 歳以上 80 歳未満の方
　　（２）抽出方法：無作為抽出法（住民基本台帳より抽出（外国人含む））
　　（３）対象者数：2,000 名
　　（４）調査方法：郵送（郵送配布−郵送回収）
　　（５）回 収 数：875 人
　　（６）有効回収率：43.8％
　　（７）調査期間：平成 26 年（2014 年）5 月 1 日〜同月 18 日

３．調査の内容

　　（１）人権への関心
　　（２）関心をもっている人権問題
　　（３）人権侵害を受けた経験
　　（４）人権侵害を受けたときの対応
　　（５）被害の相談先
　　（６）相談しなかった理由
　　（７）差別した経験
　　（８）性別に起因する人権
　　（９）人権侵害に対する相談や救済に必要なこと
　　（10）人権意識を高める方法

４．調査結果
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世界人権宣言（仮訳文） 

1948 年 12 月 10 日

第３回国連総会　採択

前　　文

　人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、
世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
　人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が
受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、
　人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法
の支配によって人権保護することが肝要であるので、
　諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
　国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同
権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促
進することを決意したので、
　加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成する
ことを誓約したので、
　これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要である
ので、
　よって、ここに、国際連合総会は、
　社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間
にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び
教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な
漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共
通の基準として、この世界人権宣言を公布する。

第一条
　すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間
は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

第二条
１　すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、

財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣
言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。

２　さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であ
ると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又
は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第三条
　すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。

第四条
　何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形にお
いても禁止する。
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第五条
　何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。

第六条
　すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。

第七条
　すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける
権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別
をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。

第八条
　すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国
内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

第九条
　何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。

第十条
　すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公
平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。

第十一条
１　犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判に

おいて法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
２　何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪

とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。

第十二条
　何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信
用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受け
る権利を有する。

第十三条
１　すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
２　すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。

第十四条
１　すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。
２　この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の

場合には、援用することはできない。

第十五条
１　すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
２　何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。
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第十六条
１　成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭を

つくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
２　婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。
３　家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。

第十七条
１　すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。
２　何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。

第十八条
　すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更
する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によっ
て宗教又は信念を表明する自由を含む。

第十九条
　すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己
の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び
思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。

第二十条
１　すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。
２　何人も、結社に属することを強制されない。

第二十一条
１　すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
２　すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。
３　人民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙

によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、
また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。

第二十二条
　すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力
により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことの
できない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。

第二十三条
１　すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対す

る保護を受ける権利を有する。
２　すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を

有する。
３　勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ

有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。
４　すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。
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第二十四条
　すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。

第二十五条
１　すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分

な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力によ
る生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。

２　母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを
問わず、同じ社会的保護を受ける。

第二十六条
１　すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階において

は、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、
一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく
開放されていなければならない。

２　教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。
教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、
かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。

３　親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。

第二十七条
１　すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあ

ずかる権利を有する。
２　すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保

護される権利を有する。

第二十八条
　すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権
利を有する。

第二十九条
１　すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務

を負う。
２　すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び

尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満た
すことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。

３　これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはなら
ない。

第三十条
　この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自
由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解
釈してはならない。
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日本国憲法（抄）

昭和 21 年 11 月３日公布

昭和 22 年５月３日施行

　日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のため
に、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為
によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存すること
を宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威
は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これ
は人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切
の憲法、法令及び詔勅を排除する。
　日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつ
て、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
　われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際
社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏か
ら免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
　われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政
治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関
係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
　日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第３章　国民の権利及び義務

第 11 条　国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人
権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第 12 条　この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しな
ければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこ
れを利用する責任を負ふ。

第 13 条　すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利につ
いては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第 14 条　すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、
経済的又は社会的関係において、差別されない。

②　華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③　栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、

又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第 19 条　思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第 20 条　信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、
又は政治上の権力を行使してはならない。

②　何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
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③　国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第 21 条　集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②　検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第 22 条　何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
②　何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第 23 条　学問の自由は、これを保障する。

第 24 条　婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。

②　配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関
しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第 25 条　すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②　国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけ

ればならない。

第 26 条　すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権
利を有する。

②　すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負
ふ。義務教育は、これを無償とする。

第 27 条　すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
②　賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③　児童は、これを酷使してはならない。

第 10 章　最高法規

第 97 条　この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果
であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのでき
ない永久の権利として信託されたものである。
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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

平成 12 年 11 月 29 日制定

平成 12 年 12 月６日施行

（目　的）
第１条　この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又

は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんが
み、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明ら
かにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。

（定　義）
第２条　この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人

権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを
目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）をいう。

（基本理念）
第３条　国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々

な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得す
ることができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関
の中立性の確保を旨として行われなければならない。

（国の責務）
第４条　国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）
第５条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、

人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（国民の責務）
第６条　国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与する

よう努めなければならない。

（基本計画の策定）
第７条　国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教育

及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。

（年次報告）
第８条　政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策についての報告を

提出しなければならない。

（財政上の措置）
第９条　国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に係る

事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。



26

　　附　則

（施行期日）
第１条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第８条の規定は、この法律の施行の日の属す

る年度の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策について適用する。

（見直し）
第２条　この法律は、この法律の施行の日から３年以内に、人権擁護施策推進法（平成８年法律第

120 号）第３条第２項に基づく人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に
関する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調査審議の結果をも踏まえ、見直しを行うもの
とする。

 



27

関連法規等（抜粋）

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（抄）

（昭和 60 年 7 月 1 日条約第 7 号）

第２条
      締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべ

ての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のことを約束する。
　（d）　女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの

義務に従つて行動することを確保すること。

男女共同参画社会基本法（抄） 

（平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号）

（男女の人権の尊重）
第３条　男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別によ

る差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の
男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

（社会における制度又は慣行についての配慮）
第４条　男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な

役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことによ
り、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制
度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよ
うに配慮されなければならない。

（家庭生活における活動と他の活動の両立）
第６条　男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の

養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、
かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。

ストーカー行為等の規制等に関する法律（抄）
 

（平成 12 年 5 月 24 日法律第 81 号）

（定義）
第２条　この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又

はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶
者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、
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次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
　一　つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する

場所（以下「住居等」という。）の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
　二　その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
　三　面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
　四　著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
　五　電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファ

クシミリ装置を用いて送信すること。
　六　汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知

り得る状態に置くこと。
　七　その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
　八　その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を

害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

２　この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等（前項第一号から第
四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の
自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。）を反復してする
ことをいう。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（抄）

（昭和 47 年 7 月 1 日法律第 113 号）

（性別を理由とする差別の禁止）
第５条　事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなけ

ればならない。

第６条　事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはな
らない。

　一　労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、昇進、降格及び教育訓練
　二　住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの
　三　労働者の職種及び雇用形態の変更
　四　退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

（職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置）
第１１条　事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当

該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当　該性的な言動により当該労働者の就業環境
が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整
備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（抄）

（平成 13 年 4 月 13 日法律第 31 号）

（配偶者暴力相談支援センター）
第３条　都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設

が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。

２　市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センター
としての機能を果たすようにするよう努めるものとする。

３　配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる
業務を行うものとする。

　一　被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機
関を紹介すること。

　二　被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行う
こと。

　三　被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、
第六号、第５条及び第８条の３において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行
うこと。

　四　被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制
度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。

　五　第４章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他
の援助を行うこと。

　六　被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整そ
の他の援助を行うこと。

児童の権利に関する条約（抄） 

（平成 6 年 5 月 16 日条約第 2 号）

第２条
１　締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚

の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心
身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、
及び確保する。

第３条
１　児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行

政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮
されるものとする。

第１２条
１　締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項につい

て自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年
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齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

第１３条
１　児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術

の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを
求め、受け及び伝える自由を含む。

第１９条
１　締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間におい

て、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、
不当な取扱い又は搾取（性的虐待を含む。）からその児童を保護するためすべての適当な立法上、
行政上、社会上及び教育上の措置をとる。

第３４条
　締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。このため、
締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。
　　（a）不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。
　　（b）売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。
　　（c）わいせつな演技及び物において児童を搾作的に使用すること。

第４２条
　締約国は、適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知ら
せることを約束する。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律（抄）

（平成 11 年 5 月 26 日法律第 52 号）

（目的）
第１条　この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大

性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに
係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のた
めの措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。

（教育、啓発及び調査研究）
第１４条　国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大

な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児
童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。

２　国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に
努めるものとする。
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児童虐待の防止等に関する法律（抄）

（平成 12 年 5 月 24 日法律第 82 号）

（目的）
第１条　この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大

な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児
童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方
公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、
児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。

（児童虐待の定義）
第２条　この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、

児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（18 歳に満たない者をいう。以
下同じ。）について行う次に掲げる行為をいう。

　一　児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
　二　児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
　三　児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人に

よる前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠る
こと。

　四　児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対
する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）
の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有
害な影響を及ぼす言動をいう。）その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

（児童に対する虐待の禁止）
第３条　何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。

（児童虐待の早期発見等）
第５条　学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児

童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を
発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。

（児童虐待に係る通告）
第６条　児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設

置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務
所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

（立入調査等）
第９条　都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童

の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問
をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求
があったときは、これを提示させなければならない。
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（親権の行使に関する配慮等）
第１４条　児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならない。

２　児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権
を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関
する法律（抄）

（平成 20 年 6 月 18 日法律第 79 号）

（目的）
第１条　この法律は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通している状況にかんがみ、

青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を講ずるとともに、青少年有害
情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及その他の青少年がインターネット
を利用して青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置等を講ずることによ
り、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにして、青少年の権利の擁護に資す
ることを目的とする。

（基本理念）
第３条　青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策は、青少年自ら

が、主体的に情報通信機器を使い、インターネットにおいて流通する情報を適切に取捨選択して利
用するとともに、適切にインターネットによる情報発信を行う能力（以下「インターネットを適切
に活用する能力」という。）を習得することを旨として行われなければならない。

２　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する施策の推進は、青少年
有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及、青少年のインターネットの利
用に関係する事業を行う者による青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止するための措置
等により、青少年がインターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少な
くすることを旨として行われなければならない。

３　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する施策の推進は、自由な
表現活動の重要性及び多様な主体が世界に向け多様な表現活動を行うことができるインターネット
の特性に配慮し、民間における自主的かつ主体的な取組が大きな役割を担い、国及び地方公共団体
はこれを尊重することを旨として行われなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第４条　国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、青少年が安全に安心してインターネッ

トを利用することができるようにするための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（関係事業者の責務）
第５条　青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、その事業の特性に応じ、青少年

がインターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少なくするための措置
を講ずるとともに、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に資するための措置を講
ずるよう努めるものとする。
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（保護者の責務）
第６条　保護者は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通していることを認識し、自ら

の教育方針及び青少年の発達段階に応じ、その保護する青少年について、インターネットの利用の
状況を適切に把握するとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用その他の方法
によりインターネットの利用を適切に管理し、及びその青少年のインターネットを適切に活用する
能力の習得の促進に努めるものとする。

２　保護者は、携帯電話端末及びＰＨＳ端末からのインターネットの利用が不適切に行われた場合に
は、青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じることに特に留意するものとする。

（連携協力体制の整備）
第７条　国及び地方公共団体は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするた

めの施策を講ずるに当たり、関係機関、青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者及
び関係する活動を行う民間団体相互間の連携協力体制の整備に努めるものとする。

老人福祉法（抄） 

（昭和 38 年 7 月 11 日法律第 133 号）

（基本的理念）
第２条　老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有す

る者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。

高齢社会対策基本法（抄） 

（平成 7 年 11 月 15 日法律 129 号）

（基本理念）
第２条　高齢社会対策は、次の各号に掲げる社会が構築されることを基本理念として、行われなけれ

ばならない。
　一　国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保される公正で活力

ある社会
　二　国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され、地域社会が自立と連帯の精

神に立脚して形成される社会
　三　国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会

（就業及び所得）
第９条　国は、活力ある社会の構築に資するため、高齢者がその意欲と能力に応じて就業することが

できる多様な機会を確保し、及び勤労者が長期にわたる職業生活を通じて職業能力を開発し、高齢
期までその能力を発揮することができるよう必要な施策を講ずるものとする。

（健康及び福祉）
第１０条　国は、高齢期の健全で安らかな生活を確保するため、国民が生涯にわたって自らの健康の
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保持増進に努めることができるよう総合的な施策を講ずるものとする。

（学習及び社会参加）
第１１条　国は、国民が生きがいを持って豊かな生活を営むことができるようにするため、生涯学習

の機会を確保するよう必要な施策を講ずるものとする。

（生活環境）
第１２条　国は、高齢者が自立した日常生活を営むことができるようにするため、高齢者に適した住

宅等の整備を促進し、及び高齢者のための住宅を確保し、並びに高齢者の円滑な利用に配慮された
公共的施設の整備を促進するよう必要な施策を講ずるものとする。

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（抄）

（平成 17 年 11 月 9 日法律第 124 号）

（目的）
第１条　この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者

に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に関する
国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減を図るこ
と等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援（以下「養護者に対する支援」
という。）のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関す
る施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

（国及び地方公共団体の責務等）
第３条　国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保

護及び適切な養護者に対する支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の
連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなければならない。

２　国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに養護者に
対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わる専門的な人材の確保
及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置を講ずるよう努めなければならな
い。

３　国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資するため、
高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広報その他の啓発活動
を行うものとする。

（国民の責務）
第４条　国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、

国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよ
う努めなければならない。
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抄）

（平成 18 年 6 月 21 日法律第 91 号）

（目的）
第１条　この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性に

かんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造
及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を
構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置その他の措置を
講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進
を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

（国の責務）
第４条　国は、高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者と協力して、基本

方針及びこれに基づく施設設置管理者の講ずべき措置の内容その他の移動等円滑化の促進のための
施策の内容について、移動等円滑化の進展の状況等を勘案しつつ、これらの者の意見を反映させる
ために必要な措置を講じた上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に基づい
て必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

２　国は、教育活動、広報活動等を通じて、移動等円滑化の促進に関する国民の理解を深めるととも
に、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

（地方公共団体の責務）
第５条　地方公共団体は、国の施策に準じて、移動等円滑化を促進するために必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。

（施設設置管理者等の責務）
第６条　施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施設を

設置し、又は管理する者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（国民の責務）
第７条　国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性につい

て理解を深めるとともに、これらの者の円滑な移動及び施設の利用を確保するために協力するよう
努めなければならない。

障害者基本法（抄）
 

（昭和 45 年 5 月 21 日法律第 84 号）

（目的）
第１条　この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけが

えのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつ
て分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、
障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体
等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる
事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的
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に推進することを目的とする。

（地域社会における共生等）
第３条　第１条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を

享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する
ことを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。

　一　全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加
する機会が確保されること。

　二　全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社
会において他の人々と共生することを妨げられないこと。

　三　全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての
選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡
大が図られること。

（差別の禁止）
第４条　何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行

為をしてはならない。

２　社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過
重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施に
ついて必要かつ合理的な配慮がされなければならない。

３　国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の
防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

発達障害者支援法（抄）
 

（平成 16 年 12 月 10 日法律第 167 号）

（目的）
第１条　この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障

害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障
害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするととも
に、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの
指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわ
たる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。

（国及び地方公共団体の責務）
第３条　国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のた

めに発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんが
み、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする。

２　国及び地方公共団体は、発達障害児に対し、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に、その者
の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援その他の発達支援が行われると
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ともに、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族に対す
る支援が行われるよう、必要な措置を講じるものとする。

３　発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者（親
権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）の意思が
できる限り尊重されなければならないものとする。

４　国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、
教育及び労働に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、犯罪等により
発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活に関する業務を担当す
る部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする。

（国民の責務）
第４条　国民は、発達障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、発達

障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

知的障害者福祉法（抄）

（昭和 35 年 3 月 31 日法律第 37 号）

（この法律の目的）
第１条　この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法

律第 123 号）と相まつて、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者
を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図ることを目的とする。

（自立への努力及び機会の確保）
第１条の２　すべての知的障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に

参加するよう努めなければならない。

２　すべての知的障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活
動に参加する機会を与えられるものとする。

（国、地方公共団体及び国民の責務）
第２条　国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福

祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するた
めの援助と必要な保護（以下「更生援護」という。）の実施に努めなければならない。

２　国民は、知的障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、知的障害
者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（抄）

（昭和 25 年 5 月 1 日法律第 123 号）

（この法律の目的）
第１条　この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社
会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的
健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を
図ることを目的とする。

（国及び地方公共団体の義務）
第２条　国及び地方公共団体は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規

定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設及び教育施設を充実する等精神
障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによつて精神障害
者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精
神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神
保健の向上のための施策を講じなければならない。

（国民の義務）
第３条　国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及

び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努
力に対し、協力するように努めなければならない。

（正しい知識の普及）
第４６条　都道府県及び市町村は、精神障害についての正しい知識の普及のための広報活動等を通じ

て、精神障害者の社会復帰及びその自立と社会経済活動への参加に対する地域住民の関心と理解を
深めるように努めなければならない。

身体障害者福祉法（抄）

（昭和 24 年 12 月 26 日法律第 283 号）

（法の目的）
第１条　この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法

律第 123 号）と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者
を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

（自立への努力及び機会の確保）
第２条　すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、

社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。

２　すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に
参加する機会を与えられるものとする。
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（国、地方公共団体及び国民の責務）
第３条　国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、身体障害者の自

立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護（以下「更生援護」という。）を総
合的に実施するように努めなければならない。

２　国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しよう
とする努力に対し、協力するように努めなければならない。

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（抄）

（平成 23 年 6 月 24 日法律第 79 号）

（目的）
第１条　この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社

会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対
する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止等に関する国等の責務、
障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者の負担の軽減を図る
こと等の養護者に対する養護者による障害者虐待の防止に資する支援（以下「養護者に対する支援」
という。）のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関す
る施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

（障害者に対する虐待の禁止）
第３条　何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。

（国及び地方公共団体の責務等）
第４条　国及び地方公共団体は、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止、障害者

虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援並びに適切な養護者に対する支援を行う
ため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要
な体制の整備に努めなければならない。

２　国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並
びに養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わる専門的
知識及び技術を有する人材その他必要な人材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の
研修等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

３　国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並
びに養護者に対する支援に資するため、障害者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度
等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

（国民の責務）
第５条　国民は、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、

国又は地方公共団体が講ずる障害者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよ
う努めなければならない。
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（抄）

（平成 25 年 6 月 26 日法律第 65 号）

（施行：平成 28 年４月１日）

　第１章　総則

（目的）
第１条　この法律は、障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）の基本的な理念にのっとり、全ての障

害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その
尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推
進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための
措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の
有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現
に資することを目的とする。

（国及び地方公共団体の責務）
第３条　国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に

関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。

（国民の責務）
第４条　国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であるこ

とに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。

（社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備）
第５条　行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確

に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要
な環境の整備に努めなければならない。

　第３章　行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置

（行政機関等における障害を理由とする差別の禁止）
第７条　行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当

な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

２　行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要とし
ている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の
権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会
的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

（事業者における障害を理由とする差別の禁止）
第８条　事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱

いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

２　事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意
思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵
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害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去
の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

第４章　障害を理由とする差別を解消するための支援措置

（啓発活動）
第 15 条　国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深める

とともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発
活動を行うものとする。

同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基本的な在り方について（意
見具申）（抄）

（平成 8 年 5 月 17 日地域改善対策協議会）

　今世紀、人類は二度にわたる世界大戦の惨禍を経験し、平和が如何にかけがえのないものであるか
を学んだ。しかし、世界の人々の平和への願いにもかかわらず、冷戦構造の崩壊後も、依然として各
地で地域紛争が多発し、多くの犠牲者を出している。紛争の背景は一概には言えないが、人種や民族
間の対立や偏見、そして差別の存在が大きな原因の一つであると思われる。こうした中で、人類は、「平
和のないところに人権は存在し得ない」、「人権のないところに平和は存在し得ない」という大きな教
訓を得た。今や、人権の尊重が平和の基礎であるということが世界の共通認識になりつつある。この
ような意味において、21 世紀は「人権の世紀」と呼ぶことができよう。
　我が国固有の人権問題である同和問題は、憲法が保障する基本的人権の侵害に係る深刻かつ重大な
問題である。戦後 50 年、本格的な対策が始まってからも四半世紀余、同和問題は多くの人々の努力
によって、解決へ向けて進んでいるものの、残念ながら依然として我が国における重要な課題と言わ
ざるを得ない。その意味で、戦後民主主義の真価が問われていると言えよう。また、国際社会におけ
る我が国の果たすべき役割からすれば、まずは足元とも言うべき国内において、同和問題など様々な
人権問題を一日も早く解決するよう努力することは、国際的な責務である。
　同対審答申は、「部落差別が現存するかぎりこの行政は積極的に推進されなければならない」と指
摘しており、特別対策の終了、すなわち一般対策への移行が、同和問題の早期解決を目指す取組みの
放棄を意味するものでないことは言うまでもない。一般対策移行後は、従来にも増して、行政が基本
的人権の尊重という目標をしっかりと見据え、一部に立ち遅れのあることも視野に入れながら、地域
の状況や事業の必要性の的確な把握に努め、真摯に施策を実施していく主体的な姿勢が求められる。
　差別意識の解消のために教育及び啓発の果たすべき役割は極めて大きく、これまで様々な手法で施
策が推進されてきた。しかしながら、同和問題に関する国民の差別意識は解消へ向けて進んでいるも
のの依然として根深く存在しており、その解消に向けた教育及び啓発は引き続き積極的に推進してい
かなければならない。
　今後、差別意識の解消を図るに当たっては、これまでの同和教育や啓発活動の中で積み上げられて
きた成果とこれまでの手法への評価を踏まえ、すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教
育、人権啓発として発展的に再構築すべきと考えられる。その中で、同和問題を人権問題の重要な柱
として捉え、この問題に固有の経緯等を十分に認識しつつ、国際的な潮流とその取組みを踏まえて積
極的に推進すべきである。
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あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（抄）

（平成 7 年 12 月 20 日条約第 26 号）

この条約の締約国は、…
　人種的相違に基づく優越性のいかなる理論も科学的に誤りであり、道徳的に非難されるべきであり
及び社会的に不正かつ危険であること並びに理論上又は実際上、いかなる場所においても、人種差別
を正当化することはできないことを確信し、…
次のとおり協定した。

第６条
　締約国は、自国の管轄の下にあるすべての者に対し、権限のある自国の裁判所及び他の国家機関を
通じて、この条約に反して人権及び基本的自由を侵害するあらゆる人種差別の行為に対する効果的な
保護及び救済措置を確保し、並びにその差別の結果として被ったあらゆる損害に対し、公正かつ適正
な賠償又は救済を当該裁判所に求める権利を確保する。

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（抄）

（平成 13 年 6 月 22 日法律第 63 号）

　ハンセン病の患者は、これまで、偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきた。我が国に
おいては、昭和 28 年制定の「らい予防法」においても引き続きハンセン病の患者に対する隔離政策
がとられ、加えて、昭和 30 年代に至ってハンセン病に対するそれまでの認識の誤りが明白となった
にもかかわらず、なお、依然としてハンセン病に対する誤った認識が改められることなく、隔離政策
の変更も行われることなく、ハンセン病の患者であった者等にいたずらに耐え難い苦痛と苦難を継続
せしめるままに経過し、ようやく「らい予防法の廃止に関する法律」が施行されたのは平成８年であっ
た。
　我らは、これらの悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに、
ハンセン病の患者であった者等に対するいわれのない偏見を根絶する決意を新たにするものである。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（抄）

（平成 10 年 10 月 2 日法律第 114 号）

　我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれ
のない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要
である。
　このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患
者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速か
つ適確に対応することが求められている。

（基本理念）
第２条　感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策

は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、
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国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適確に対応することができるよう、
感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、総合的かつ計
画的に推進されることを基本理念とする。

（国及び地方公共団体の責務）
第３条　国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、

感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能
力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、社会福祉等の関連
施策との有機的な連携に配慮しつつ感染症の患者が良質かつ適切な医療を受けられるように必要な
措置を講ずるよう努めなければならない。この場合において、国及び地方公共団体は、感染症の患
者等の人権を尊重しなければならない。

２　国及び地方公共団体は、地域の特性に配慮しつつ、感染症の予防に関する施策が総合的かつ迅速
に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

３　国は、感染症及び病原体等に関する情報の収集及び研究並びに感染症に係る医療のための医薬品
の研究開発の推進、病原体等の検査の実施等を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保する
よう努めるとともに、地方公共団体に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及
び財政的援助を与えることに努めなければならない。

（国民の責務）
第４条　国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるととも

に、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律（抄）

（昭和 55 年 5 月 1 日法律第 36 号）

（犯罪被害者等給付金の支給）
第３条　国は、犯罪被害者があるときは、この法律の定めるところにより、犯罪被害者又はその遺族（こ

れらの者のうち、当該犯罪被害の原因となつた犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、
かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。）に対し、犯罪被害者等給付金を支給する。

犯罪被害者等基本法（抄） 

（平成 16 年 12 月 8 日法律第 161 号）

（目的）
第１条　この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体

及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めるこ
と等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利
利益の保護を図ることを目的とする。
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（基本理念）
第３条　すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される

権利を有する。

２　犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の
事情に応じて適切に講ぜられるものとする。

３　犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むこ
とができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜ
られるものとする。

（国の責務）
第４条　国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、犯罪被害者等の

ための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）
第５条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分

担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（国民の責務）
第６条　国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、

国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。

個人情報の保護に関する法律（抄）

（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）

（目的）
第１条　この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにか

んがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情
報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとと
もに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配
慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律（抄）

（平成 15 年 7 月 16 日法律第 111 号）

（定義）
第２条　この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、

心理的にはそれとは別の性別（以下「他の性別」という。）であるとの持続的な確信を持ち、かつ、
自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことにつ
いてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められて
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いる医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。

（性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い）
第４条　性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法（明治 29 年法律第 89 号）その他の法令の

規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わった
ものとみなす。

２　前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分
関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に
関する法律（抄）

（平成 9 年 5 月 14 日法律第 52 号）

（目的）
第１条　この法律は、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化（以下「アイヌ

の伝統等」という。）が置かれている状況にかんがみ、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に
関する国民に対する知識の普及及び啓発（以下「アイヌ文化の振興等」という。）を図るための施
策を推進することにより、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り、あわ
せて我が国の多様な文化の発展に寄与することを目的とする。

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律（抄）

（平成 18 年 6 月 23 日法律第 96 号）

（目的）
第１条　この法律は、2005 年 12 月 16 日の国際連合総会において採択された北朝鮮の人権状況に関

する決議を踏まえ、我が国の喫緊の国民的な課題である拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局
による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題であることにかんがみ、北朝鮮
当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局
による人権侵害問題の実態を解明し、及びその抑止を図ることを目的とする。

（国の責務）
第２条　国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題（以下「拉致問題」と

いう。）を解決するため、最大限の努力をするものとする。

（地方公共団体の責務）
第３条　地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関

する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。
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